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デジタル情報空間の課題が増大する中，放送法のもとで正確な情報，多様なコンテンツを提供してきた放送の
役割は一層高まっているのではないか。こうした問題意識のもと，総務省の有識者会議「デジタル時代における
放送制度の在り方に関する検討会」は議論を進めてきた。特にNHKにはその先導的な役割が期待されており，
2022年秋から「公共放送ワーキンググループ」が開催され，今後のNHKのあるべき姿やそれを支える財源・制度
が議論されてきた。

議論は，①ネット時代における公共放送の役割，②ネット活用業務を中心としたNHKの業務範囲，③民間事
業者（民放・新聞）との競争ルール，④財源・受信料制度，の4つの論点に分けて行われた。その後，当事者で
あるNHKによる説明，NHKのネット活用業務の拡大に懸念を示す民放連や新聞協会による意見表明を受け，更
に議論を深め，2023年夏にとりまとめを行う予定である。

本稿では，2023年3月から6月に行われたNHKを巡る政策議論について，その都度整理し課題を提示して
きた4本のブログを再掲する。ブログは総務省の公共放送WGの議論をベースにしているが，この期間に起きた
NHKのガバナンスに関する事案なども取り上げ，できるだけNHKを取り巻く現状を踏まえた上で議論の進捗が確
認できるよう心がけた。

はじめに　

本稿は，2017年に開始した，放送に関連す
る新サービスや政策の最新動向を俯瞰し論点
を提示するシリーズの第10回である。

今回も第9回に続き，「文研ブログ」の再掲と
いう形をとった。再掲したのは，2023年5月か
ら6月に執筆した4本で，テーマはNHKを巡る
政策議論の最新動向である。総務省で開催中
の「デジタル時代における放送制度の在り方に
関する検討会（以下，在り方検 ）」に設置され
た「公共放送ワーキンググループ（以下，WG）」

の議論をベースにしながら，この期間に起きた
NHKのガバナンスに関する事案なども取り上
げ，できるだけNHKを取り巻く現状を踏まえた
上で議論の進捗が確認できるよう心がけた。

再掲の1本目は「受信料制度 何が議論され
ているのか？」。海外では公共放送が存在する
多くの国で，受信料制度の抜本的な見直しの
議論が起きている。北欧やフランスなど，制度
そのものを廃止する国も増えている。こうした
中，日本では今後どのような制度で公共放送を
支えていくべきか，WGで行われていた幅広い
議論を整理した。

これからの“放送”はどこに向かうのか？Vol.10
～「文研ブログ」＃480・483・488・495から
　 NHKを巡る政策議論の最新動向～
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2本目は「民放連・日本新聞協会の主張
は?」。NHKは現在，任意業務として行ってい
るネットを活用したサービスを，今後は必須業
務化していきたいという意向を示している。そ
れに対して，民放連，新聞協会は強い懸念を
示し，それぞれがWGに対して意見書を提出し
た。両者の懸念する内容と，その背景に何が
あるのかを意見書から読み解いた。

3本目は「NHKのネット活用業務の必須業務
化に向けた説明に質問相次ぐ」。なぜ NHKは
ネットサービスを必須業務化したいと考えてい
るのか。情報空間においてどのような役割を果
たしていこうと考えているのか。そして具体的に
どんなネットサービスを考え，民間事業者との
適正な競争環境を維持するためには，どんな
ルールが望ましいと考えているのか。こうした
論点についてNHKはWGで説明したが，それ
に対して構成員からは疑問や質問が相次いだ。
疑問や質問を論点別に整理することで，必須
業務化に向けた課題を抽出した。

4本目は「いまNHKに何が問われているの
か」。構成員から寄せられた数多くの疑問や質
問に対し，NHKは改めて回答資料を準備し説
明を行った。その場には民放連や新聞協会が
同席していたが，どこまで両者の懸念を払拭す
ることができたのか。またこの時期，現行では
実施が認められていないBS番組の同時配信に
関する不適切な設備整備の手続きが明らかに
なっており，ガナバンスに関する議論も行われ
た。こうした議論にも触れながら，NHKに求
められる説明責任について論じた。

はじめに

総務省の「デジタル時代における放送制

度の在り方に関する検討会 1）（以下，在り方

検 ）」ではいま，NHKの将来像に関する議論

が続けられています。直近の4月27日の会合

（公共放送ワーキンググループ，以下WG2））

では，受信料制度について踏み込んだ議論

が行われました。このWGのあと，「NHK受

信料，スマホ所持でも徴収へ。有識者会議

の意見一致 」という内容がツイッターに投稿

され，リツイートは約1.4万件，表示回数は

2,300万回を超えています3）。しかし，これ

はWGで議論されている内容とは大きく異な

るものでした。実際にどんな議論だったのか

は後述しますが，WGを傍聴していた私はと

ても驚きました。5月9日，オンライン上の情

報のファクトチェック（事実の検証）を専門と

する非営利組織「日本ファクトチェックセン

ター 4）」は，総務省にも問い合わせた上でこ

の内容は誤りであると発表しています 5）。

現在の受信料制度は，テレビなど放送を

受信できる設備を設置してNHKの放送を受

信することができる環境にある世帯や事業者

が，NHKと契約を締結し受信料を負担する

義務を負うという制度です。逆にいえば，放

送を受信できる設備を設置していない世帯や

事業者には，受信料を負担する義務はない

NHK を巡る政策議論の最新動向①

受信料制度 何が議論されているのか？

（2023 年 5 月18 日掲載）

#480 
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制度であるともいえます。WGでは，テレビ

を設置せずにパソコンやスマートフォン（以下，

スマホ）を使ってインターネット（以下，ネッ

ト）経由でニュースやコンテンツに接触する人

が増えていく中，NHKのネット活用業務や受

信料制度について今後どうすべきかを中心に

議論が行われています。

こうした議論が行われていると聞くと，パ

ソコンやスマホを持っているだけで受信料を

払わなければならなくなるのか? とか，日本

も受信設備の有無にかかわらず全世帯が負

担するドイツのような制度 6）になっていくの

か? といった疑念や不安を抱かれる方もいる

と思います。また，視聴者・国民の負担をう

んぬんする前に，NHKの業務内容や役割を

見直す議論は十分行われているのか，という

批判もあります。今回，誤った投稿が拡散し

てしまった背景には，こうした視聴者・国民

の潜在的な疑念，不安，批判などがあったの

ではないかと推察しています。

私は2022年9月から始まったWGをすべ

て傍聴していますが，丁寧かつ慎重な議論が

行われていると感じてきました。一方で，専

に伝わっているのか，懸念しています。

文研ブログではこれまで，WGの第4回ま

での議論をフォローして整理してきました 7）。

文研はNHKの1組織ではありますが，メディ

ア全体の動向をできるだけ俯瞰した上で今後

を展望するという役割を担っています。NHK

や受信料制度の今後というテーマについても

例外ではなく，むしろより一層，その役割が

問われるのではないかと私は考えます。第5

回から直近の第7回までの会合では，今後の

NHKや受信料制度に関する非常に重要な論

点が議論されています。この議論を整理し，

私なりにその意味を考えていきたいと思いま

す。なお，議論を整理するにあたり，構成員

の発言については，文脈をわかりやすく伝え

るために逐語的な引用ではなく，私の解釈も

含めて要約していることをあらかじめお断り

しておきます。

1. 議論の全体像

表1はWGの資料と議事要旨などをもと

に 8），3回分の論点を簡略化してまとめたも

のです。①ネット時代における公共放送の役

論　点 項　目

①公共放送の役割
インターネット時代における役割
公共放送の“公共性”

② NHKの業務範囲
ネット活用業務の必須業務化の是非
B to C 型の範囲・内容
B to B to C 型の範囲・内容

③民間との競争ルール
事前チェックか事後チェックか
枠組み（国の関与の是非，NHK 経営委員会のガバナンス）
影響の評価・検証の方法

④財源・受信料制度
公共放送の財源の仕組み
テレビ非設置者の負担のあり方
公共放送による便益の範囲

門性の高い論点が複雑に入

り組んでいるため，議論の

枠組みそのものがどこまで

視聴者・国民に理解されて

いるのか，また，議論の内

容を報じるマスメディアが，

当事 者である NHK だった

り，そしてNHKと競争関係

にあるという別な意味での

当事者と言える民放や新聞

だったりすることにより，議

論の内容がどこまで客観的 ※筆者の整理・作成

表 1　公共放送 WG の論点
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割，②ネット活用業務を中心としたNHKの

業務範囲，③民間事業者（民放・新聞）との

競争ルール，④財源・受信料制度，の順番で

議論が行われてきました。これまでの議論の

中で，構成員の意見がおおむね一致している

論点もいくつかありますが，まだ議論が結論

に至っているわけではありません。NHKには

今後，これらの議論を受ける形で何らかの報

告を行うことが求められていますし，また民

放連からはWGの議論の進め方に対して，意

見と10項目以上の質問 9）が提出されていま

す。こうした事業者サイドの意見や要望を踏

まえ，WGでは改めてそれぞれの論点を振り

返りながら再度議論を行い，夏頃にとりまと

めを行うというスケジュールが想定されてい

ます。

本ブログではまず，直近の第7回の論点で

ある④財源・受信料制度の議論について整理

していきます。

2. 提示された4方式
　 →日本は引き続き受信料方式で合意

2022年，フランスで受信料制度が廃止と

なりました。NHK 職員の私にとっては衝撃的

なニュースでしたが，一般にはどのくらいの

方がご存じでしょうか。制度廃止後のフラン

スでは現在，2年間の暫定措置として付加価

値税で公共放送の財源が賄われています。

しかし，こうした受信料廃止の動きはフ

ランスだけではありません。ヨーロッパでは

2010年代から受信料制度を廃止する国が相

次いでおり，フィンランド（2012年廃止 ），

スウェーデン（2019年廃止 ），ノルウェー

（2020年廃止 ）の公共放送は，いずれも税

方式に切り替える形で運営が行われていま

す。

税方式の他，広告方式を採用している国

も少なくありません。国によって様々な制限

がかけられているものの，ドイツ，フランス，

イタリア，カナダ，韓国などの公共放送のチャ

ンネルでは広告が流れているのです。文研が

毎年発行している『NHKデータブック 世界

の放送 』の2023年版によれば，そこで詳し

く取り上げた公共放送もしくは国営放送のあ

る56か国中40か国で，何らかの広告方式が

採用されています10）。ただし，その大半は広

告収入単独ではなく，広告方式と受信料方

式，もしくは広告方式と税方式のハイブリッ

ドでの運営となっています。

このように，国内だけを見ていると公共放

送と受信料制度は切っても切り離せない関係

にあると捉えがちですが，海外では多様な形

態がとられており，制度も大きく変化してい

ることがわかります。

さて，ここからが WGの議論についてです。

WGの第7回会合ではこうした海外の状況を

踏まえ，日本における今後の公共放送の財源

として受信料収入以外の方式が考えられるか

どうかという論点が示され，視聴料収入，広

告収入，税収入の方式が紹介され，その上

で議論が行われました（表2）11）。

議論では，すべての構成員から，日本は今

後も受信料収入による方式を続けるべき，と

いう意見が出されました。理由として，公共

放送は特定の個人や団体の支配や影響を受

けないことが重要とか，広告主や国家権力の

ほうを向かない安定的で自律的な言論情報

機関として維持されることが大事，といった

コメントが多くみられました。これらの内容

と同趣旨の内容を示した，2017年の最高裁
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判決の内容 12）を再確認する発言も複数あり

ました。また，宍戸常寿構成員は，現在の

制度は，人々がテレビを持たないことで放送

の受信者共同体に入らないという自由を確保

することにつながっているとした上で，多様

なメディアが多元的に活動するいまの日本の

状況においては，その自由を国家が認めな

いという判断さえしなければ，健全な言論空

間が確保できない状況ではないと述べ，受

信料制度の維持を強調しました。

ただ，議論の中で，広告方式については，

民放と競合しない国際放送に限り，検討の余

地があるのではないか，との意見もありまし

た。ちなみにイギリスのBBCは，国内での

広告放送を禁じられていますが，国際放送で

は実施が認められています。また，NHKが

広告放送を行うことを禁止する放送法 13）の内

容を厳密に解釈するがあまり，外部の動画サ

イト等にNHKのコンテンツを提供することが

制約される事態が生じてしまうのであれば，

見直しを検討していくことも必要では，との

意見が複数ありました。

視聴料（サブスクリプション）方式につい

ても触れておきます。昨今，NHKの受信料を

巡る国会審議やネット上の発言などでは，「ス

クランブル化 14）」という言葉が用いられるこ

とが少なくありませんが，こちらの方式と同

義です。WG事務局の報告では，この方式を

採用している国の紹介がありませんでしたの

で，私のほうで，文研の海外メディア担当の

研究員に聞いてみたり，改めて『データブッ

ク 世界の放送 』で調べたりしました。あくま

でその範囲ではありますが，この方式を採用

している国は見当たりませんでした。

議論では3人の構成員から，この方式に

ついて，契約している人たちに向けて番組を

作ることになることは公共放送にはなじまな

い，対価を支払う意思を表明する人が増える

ようにコンテンツを提供することになると公

共放送の趣旨に沿わない，といった意見が出

されました。それ以外の構成員からは特段の

言及はありませんでしたが，日本においても

この方式は取り得ないという前提で議論は進

行していたように思います。

出典：公共放送WG（第7回）事務局資料より抜粋

表 2　公共放送の財源方式の種類
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なお，イギリスでは現在，受信許可料見直

しに向けた議論が行われており，様々な費用

負担方式を検討する中に，この視聴料（サブ

スクリプション）方式も入っています。WG事

務局の資料 15）によると，イギリスの上院通信・

デジタル委員会がまとめたリポートには，こ

の方式のみでの運営は，「収入が不足する上，

国民の必要な情報へのアクセスに不公平な障

壁を生むことになるため推奨できない」と記

されています。ただ，ハイブリッド（コアコン

テンツを公的資金で，その他をサブスクリプ

ションで運営する）方式については，「値上げ

なしに必要なサービスへのアクセスを担保で

きるが，“コア”の範囲などを精査して検討す

べき」となっています。今後の日本の議論に

おいても，費用負担のあり方を総論ではなく

各論で整理していく際には，こうしたイギリス

の議論の内容は大いに参考になると思います

ので，引き続き，日本の議論と照らし合わせ

ながら注目していきます。

3. テレビ非設置者の負担の在り方は？
　 →アプリのインストールだけでなく
　   意思の表明が前提に

次にWG事務局が示した論点は，テレビ

を設置していない世帯や事業所に対しても，

今後，何らかの受信料負担を求めるべきかど

うか，というものでした。これが，冒頭に触

れたSNS上の誤った投稿に関する論点です。

実際はどういう議論だったのか，詳しくみて

いきます。

まず，注意が必要なのは，この論点には，

NHKが現在は任意業務で実施しているネッ

ト活用業務を必須業務化する場合，という前

提があることです。このことについて少し説

明しておきます。

現在，放送法で定められているNHKの必

須業務，つまり「実施しなければならない」

業務は，国内放送，国際放送，放送に関す

る研究開発等の3つです。一方，ネット活用

業務は任意業務，「実施することができる」

業務です。そのため，NHKは毎年，どんな

内容でどのくらいの予算を使うのかなどが記

された実施基準を作成し，総務大臣に申請，

認可を得なければなりません。中でも受信料

を活用する業務の内容と規模については様々

な認可要件があり，過大な費用にならないよ

う，現在は年間200 億円を上限に業務が行

われています。

この上限200 億円の受信料財源を負担し

ているのは，テレビを設置してNHKと受信

契約を締結している視聴者です。そのことも

あって，現在NHKが提供している地上放送

の同時・見逃し配信の「NHKプラス」につい

ては，受信契約を締結している視聴者のみ

が利用できるサービスとなっているのです。

こうして任意業務として行われてきたネッ

ト活用業務ですが，なぜ必須業務化が必要

なのでしょうか。WG事務局からは，若者の

テレビ離れや，ネット上でフェイクニュース，

フィルターバブルなどの課題がある中，NHK

はテレビだけでなくネットを通じても信頼あ

る情報を視聴者に届ける役割を担うべきであ

り，その役割に資する業務は「実施しなけれ

ばならない」業務とすべきでは，との論点が

提起されました。NHKも同様の認識を示し，

テレビを設置しておらず「NHKプラス」を視

聴できない人たちから，視聴を求める声があ

るという報告も行っています。こうした事務

局の提起とNHKの認識を受けてWGで議論
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が進められ，これまでのところ，構成員たち

からは必須業務化に対しおおむね賛成の意

見が述べられてきました 16）。

前提の説明が長くなりました。改めて確認

しますと，もしもNHKのネット活用業務を

必須業務化し，その業務を受信料収入で行

うとなった場合，（これまで受信料を負担し

てこなかった）テレビを設置していない人た

ちの負担はどうあるべきか，というのが論点

です。事務局からは参考情報として海外の下

記の3例が示された上で議論が行われました

（表3）17）。

先に結論を言ってしまうと，SNS上の誤っ

た投稿が拡散された，パソコンやスマホなど

を保有する者（世帯・事業所 ）すべてが受信

料を負担しなければならないという，2）のモ

デルに賛同した構成員は1人もいませんでし

た。そして，大半の構成員が選択したのは，

3）のイギリス型でした。ただ，1）の考えに

近いとする構成員も2人いました。まず，3）

の意見から整理しておきます。

3）に賛同する構成員の多くが指摘したの

が，チューナーで放送波を受信する専用機 18）

であるテレビと，ネットに接続する汎用機で

あるパソコン・スマホは等価ではない，とい

うことでした。そのため，パソコンやスマホ

を持っているだけでは負担の義務が発生する

ということにはならず，さらにアプリをイン

ストールするという行為をもってしても要件

としては不十分ではないか，という意見が大

半を占めました。インストール後，利用を開

始するのに必要となる個人情報の入力や約款

への同意など，より積極的に“アプリを使用

する意思の表明”があってはじめて，“公共放

送を受信できる環境にある”とみなされ，受

信料を負担する義務が発生するのではない

か，この方向に議論は収れんしていったと感

じました。

一方，1）のドイツ型に近いとする考えを示

した2人のうちの1人，大谷和子構成員は，

NHKを直接視聴していなくても，人々は何ら

かの形でNHKのコンテンツからの利便を受

けていると考えられることから，本来望まし

いのは全世帯が受信端末の保有の有無にか

かわらず幅広く受信料を負担するべきではな

いかとの考えを示しました。ただ，この方式

はこれまでの国内政策との連続性を欠くとい

う認識も同時に述べ，個人的な思いはあまり

強調しないようにしたいとして，3）への賛意

を示しました。

もう1人は内山隆構成員です。内山氏は，

自らはドイツ型に近い考えであるとした上で，

多様性・多元性の促進につながるような採算

性の乏しいマイナーな内容が供給過小・断絶

にならないために，伝送路を問わずNHKの

コンテンツを届けられるようにすべきである

こと，またNHKは，いまは見ていなくても

将来に必要とされる，いわゆる“オプション

１） ドイツ型

すべての者（世帯・事業所）が運営費用を負担

２） かつてのドイツ型

パソコンやスマホなどを保有する者も負担

３） イギリス型

パソコンやスマホなどを保有し，公共放送を視
聴できるアプリ・サービスを利用しようとする者
も負担

※筆者の整理・作成

表 3　WG で提示された公共放送の財源負担例
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価値 19）”的な存在であるとして，近視眼的に

受益者と費用負担をつなげるべきではない，

という意見を述べていました。

4. 議論を通じて感じていること

ここまでWGの第7回の議論を私なりに整

理してまとめてきましたが，最後に傍聴して

感じたことをいくつか述べておきます。

各国で公共放送の財源を巡る制度改正や

議論がある中，日本にとっての唯一の選択肢

は受信料方式であることが改めて確認された

というのは前述の通りです。しかし，構成員

の1人がいみじくも発言していましたが，日本

では視聴料，広告，税金の方式はとれない，

だから受信料であるといった消去法的な議論

に感じられた部分が気になりました。WGの

ような場で有識者が論理的に議論する法制

度のあるべき姿と，負担の当事者となる視聴

者・国民の納得感とのかい離は，もはや見

過ごせないほどの状況になっていると感じて

います。視聴者・国民の中には，海外でもい

まのところ実施されていないとみられる視聴

料（サブスクリプション）方式に対して，賛意

もしくは関心を示す人がいるということがそ

の現実を表しています。こうした中，消去法

ではなく積極的に受信料収入方式を選び取っ

てもらえるような状況を作り出していくのは，

法制度の議論ではなく，公共放送NHK自身

の取り組みにあると改めて感じました。

NHK自身の取り組みが問われている，と

いう点でもう1つ言及しておきたいことがあ

ります。私には，WGの議論当初から疑問に

感じていることがありました。それは，仮に

制度改正がなされたとして，パソコン，スマ

ホのみであってもNHKの番組を視聴したいと

いう意思を持ち，受信料を負担してもいいと

考える人たちは一体どのくらいいるのだろう

か，ひいては，ネット活用業務の必須業務化

という制度改正を行っても，受信料収入の安

定化にどれだけ実効性があるのか，という疑

問です。

WGでは山本隆司構成員から，NHKがネッ

ト活用業務にも受信料制度を導入する際に

は，理解を徐々に得るように努めるプロセス

を経るべきであり，視聴者の意思の介在を強

く求める考えが適切ではないかという意見が

示されました。それを聞き，感じてきた疑問

が解消されると同時に，2015年からNHKが

標ぼうしてきた“公共メディア”の具体的な姿

がシビアに問われる時代がいよいよ来るのだ

と思いました。つまり，仮にパソコン，スマ

ホのみでNHKを視聴する人にも“放送の受信

者共同体 ”を支える一員となってもらうため

には，テレビ設置者以上にNHK側の説明責

任と，納得感を得られるような対話の場が必

要となってきます。それができなければ，今

後一層テレビ離れが進む中，受信料収入は

安定するどころかこれまで以上に厳しい状況

に陥っていくことは目に見えています。海外

の状況，テクノロジーの進化，視聴者のメディ

ア接触の状況，さらに在り方検で再三指摘

されているフェイクニュースなどのデジタル情

報空間の課題を鑑みると，全世帯が何らかの

形で等しく負担して公共放送を支えるモデル

が合理的なようにも映ります。しかし，NHK

側の姿勢が問われることなしに，そして視聴

者・国民からの信頼なしに，日本においては

こうした議論は成立しない，そのことをこれ

までのWGの議論はNHKに突きつけている

ともいえます。議論の傍聴を通じ，NHKの
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一職員としてもそのことを深く自覚しました。

これまでの議論で十分に深まっていないと

思われる論点についても指摘しておきます。

第7回のWGの議論では，放送同時・見逃

し配信であるNHKプラスが受信料負担の対

象となるという想定で議論が行われていたよ

うに思います。ただ，現在のNHKプラスは

一般の通信回線を使って提供するサービスで

あるため，30秒程度の遅れがあります。著

作権や配信権などの関係で配信不可の番組

や映像も存在し，画面には視聴できない旨

を記す画面（通称“ふた”と呼ばれる）が表

示され，視聴することができません。テレビ

のように録画機能を付加することもできませ

ん。そして何よりNHKの単独サービスであ

り，アプリをインストールしても，テレビのよ

うにNHKと共に民放の番組を視聴すること

はできません。つまり，放送波を受信するテ

レビよりも，提供されるサービスは劣る部分

が多いのです。内山氏からは，NHKから受

ける将来の便益を考慮しながら，その差に

対しては価格面で配慮する，いわゆる“第三

種価格差別 20）”という考え方が理論上考えら

れるのではないかとの意見が述べられていま

した。こうした便益による価格差を考慮して

いくのか，それとも視聴の意思を示した段階

で，テレビより劣るサービスが提供されると

いうことを了解したとみなすのか。議論はま

だ十分に深められていません。

そして，こうした視聴者目線の論点とワン

セットで考えていかなければならないのが，

放送の同時・見逃し配信を放送法上どのよ

うな位置づけとするのかです。現在，放送に

課されているユニバーサルサービス義務や，

様々な規律についてどう考えていくのか。こ

の論点は，在り方検の別会合 21）で検討が行

われている，放送局で整備・維持するコスト

が割高なミニサテ・小規模中継局エリアの放

送ネットワークをブロードバンド網で代替して

いくという施策にも通じるものです。この論

点を，あくまでNHK単独で捉えていくのか，

それとも，放送全体として捉えていくのか。

これまで在り方検では，NHKについては

ネット活用業務の必須業務化と受信料制度と

いう観点から，放送ネットワークのブロード

バンドによる代替は放送局のコスト削減とい

う観点から，それぞれ部分的に議論されてい

ます。しかし，在り方検も開始してもう1年

半になろうとしています。通信と放送を一体

の伝送路として捉えていく伝送路ニュートラ

ル，経路独立といった考えが議論でも頻繁に

示されている中で，本質的で統合的な議論を

期待したいと思います。

最後に，次回のブログにつながる論点を書

いておきます。在り方検の問題意識として，

喫緊の課題としてあげられているのは，デジ

タル情報空間におけるインフォメーションヘ

ルスの確保です。NHKのネット展開には，日

頃テレビを視聴しない人たち，もしくはテレ

ビを設置していない人たちへの対応も期待

されています。今後，仮にNHKプラスが制

度的に視聴可能になったとして，それを能動

的に視聴しようと考えないであろう人たちに

対しても，何らかの便益を提供することが求

められている，むしろそこをどうするかを，

NHKも含めたメディア全体で考えることこそ

が，デジタル情報空間の課題を考える上では

重要な論点だと私は考えています。

NHKは現在，ネットサービスにおいて，課

金モデルのNHKオンデマンドの他，今回述
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べてきた放送同時・見逃し配信であるNHK

プラス，そして，テレビを設置しているいな

いにかかわらず，広く情報や番組の内容が届

けられるよう，「NHKニュース・防災アプリ」

の提供や，「理解増進情報」という形でネット

ユーザーに見てもらいやすいコンテンツの開

発・提供に取り組んでいます。こうした，受

信料を負担しない人たちも含めた社会全体に

対する便益を，受信料収入を使ってどこまで

提供していくべきなのか（図）。そのサービス

は必須業務なのか任意業務のままでの実施

なのか。民放や新聞など民間事業者との関

係はどうあるべきなのか。

次回のブログでは，引き続きWGの議論

を整理しながら考えていきたいと思います。

注：
 1） 「デジタル時代における放送制度の在り方に関す

る検討会」
https : //www.soumu .go . jp/ma in_sosik i /
kenkyu/digital_hososeido/index.html

 2） 総務省・在り方検 公共放送WG第7回（2023年
4月27日）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/
digital_hososeido/02ryutsu07_04000369.html

 3） 2023年5月9日現在
 4） https://factcheckcenter.jp/
 5） https://factcheckcenter.jp/n/n0f5b0ae12e5c

また，メディアコンサルタントの境治氏は，SNS
で誤情報が投稿された背景に対する分析を自身
が発行するニュースレターに記している 
https : //saka iosamu .thelet ter. jp/posts/
094bf610-eed1-11ed-ae01-1919e8d2cb52

 6） ドイツでは2013年に受信機の有無にかかわらず，
全世帯から徴収を行う「放送負担金制度」が導
入されている

 7） 「これからの“放送”はどこに向かうのか？Vol.9」
（『放送研究と調査』2023年3月号）では，公共
放送WGの第4回までの議論を整理している
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/pdf/20230301_7.pdf

 8） 第7回は執筆時に議事要旨が公開されていな
かったので，筆者自身のメモを参照

 9） 民放連「NHKインターネット活用業務の検討に
対する民放連の見解と質問」（2023年4月27日）
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000878381.pdf

 10） NHK放送文化研究所編『NHKデータブック 世
界の放送 2023』（NHK出版）
https://www.nhk.or.jp/bunken/book/world/
2023.html

 11） 総務省・在り方検 公共放送WG第7回事務局資
料（2023年4月27日）P2より抜粋

 12） 最高裁判決（2017年12月）では，NHKの事業
運営の財源を受信料によって賄う仕組みは，特
定の個人，団体又は国家機関等から財政面での

※このほか「NHKワールドJAPAN」「らじる★らじる」あり
※筆者の整理・作成

図　NHK ネット活用 必須業務化後の業務範囲は？

テレビ設置者
テレビ非設置者

NHKプラスの
視聴の意思あり

NHKプラスの
視聴の意思なし

今回の議論で
想定している範囲？

何を，どこまで，
どういう形で

提供していくのか？

「NHKプラス」
放送同時・見逃し配信

〈受信料財源〉

「NHKニュース・防災アプリ」
などの理解増進情報

〈受信料財源〉

NHKオンデマンド
（課金）

?

?



12 AUGUST 2023

支配や影響が NHKに及ばないようにし，現実に
NHKの放送を受信するか否かを問わず，受信設
備を設置することによりNHKの放送を受信する
ことのできる環境にある者に広く公平に負担を求
めることによって，NHKがそれらの者ら全体に
より支えられる事業体であるべきことを示すもの，
となっている。

 13） 放送法第83条（広告放送の禁止）「協会は，他
人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」

 14） 放送電波を暗号化し，解読する装置がないとテ
レビを見られないようにすること

 15） https://www.soumu.go.jp/main_content/
000880474.pdf　P7-8

 16） 民放連，日本新聞協会からは必須業務化につい
て異を唱える意見が出ており，すでに民放連から
は公共放送WG第7回で意見書が提出されてい
る。今後，再度検討される予定

 17） 総務省・在り方検 公共放送WG第7回事務局資
料P16を参考に筆者が作成

 18） 現在はネットに接続可能なテレビ（コネクテッドテ
レビ）が出荷の主流であるため，厳密には専用端
末とはいえないが，チューナー内蔵（外づけも含
む）という点で，パソコンやスマホとは異なる

 19） 将来の利用可能性を保持することから発生する
価値のこと

 20） 年齢や性別等，消費者の特性によって異なった
価格づけを行うこと。学割やシルバー割引，レ
ディースデー割引など

 21） 総務省・在り方検「小規模中継局等のブロードバ
ンド等による代替に関する作業チーム」
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000795321.pdf

はじめに

「NHKを巡る政策議論の最新動向」の1回

目は，総務省「デジタル時代における放送

制度の在り方に関する検討会（以下，在り方

検）」の「公共放送ワーキンググループ（以下，

WG）」で行われた受信料制度議論について

まとめました 1）。そこでも紹介しましたが，4

月27日に民放連は，「NHKインターネット活

用業務の検討に対する民放連の見解と質問

について2）」をWGに提出しています。そして

5月19日には日本新聞協会メディア開発委員

会（以下，新聞協会）も，「NHKインターネッ

ト活用業務の検討に対する意見 3）」を提出し

ました（以下，「意見書」と総称）。

両者の意見書には，NHKが受信料財源に

よるネット展開を拡大することや，現在の任

意業務を必須業務化することへの懸念が示

されています。こうした中，5月24日，NHK

の稲葉延雄会長は定例記者会見で，イン

ターネットの世界でも放送と同じような役割

を果たしていきたい，と必須業務化への意欲

を示しました。同月26日のWG4）ではNHK

が報告を行う予定になっていますので，2回

目の今回は，その報告前に，民放連と新聞

協会が公表した意見書のポイントをまとめて

おきたいと思います。

 
1. 6つの項目

意見書では，民放連は13，新聞協会は10

の質問をあげています。1つ1つの質問文が

比較的長く，中には200字近いものもあり

ます。少なくとも私は，文章をそのまま読ん

だだけではなかなか理解が進まなかったの

で，質問内容を6つの項目に分けて整理して

みました（表1）。

この6項目に従い，民放連と新聞協会の

それぞれの質問を整理したのが表2です。こ

の図に沿って，両者の主張を見ていきたいと

思います。

NHK を巡る政策議論の最新動向②

民放連・日本新聞協会の主張は？

（2023 年 5 月 25 日掲載）

#483 
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1　NHKのネット活用業務拡大と「情報空間の健全性」との関係
2　ネット活用業務を中心としたこれまでのNHKの取り組みの検証
3　ネット活用業務の必須業務化に伴う民間事業者への影響
4　NHKの説明責任
5　制度改正への疑問（必須業務化・受信料制度・義務・規律）
6　政策議論の今後

意見書の質問項目 民放連 新聞協会

1 「情報空間の健全性」との関係 必須業務化でなぜ健全性が高まることに
なるのか？

ネット業務拡大はどのように健全性確保に
つながるのか？

2 これまでの取り組みの検証 第3回会合ヒアリングにおける民放連の考
え* への見解は？

（*公正競争を阻害しないため，理解増進
情報を拡大解釈しない，ネットオリジナル
コンテンツは制作しない，広告収入を得な
い，予算に厳格な歯止めをかける）

これまでのネット活用業務は情報空間の
課題解決にどの程度寄与？

理解増進情報にオリジナルコンテンツも多
いが問題は？

受信料非支払者も対象の理解増進情報と
受信料制度との整合性は？

道半ばの三位一体改革（業務・受信料・
ガバナンス）の検証は？

3 民間事業者への影響 受信料財源の動画事業者が新設されかね
ないことの意味と是非

NHKのネット活用業務拡大はメディアの
多元性にどの程度影響？

収支を勘案して行う他の報道機関との公
正競争が困難に？

新聞・通信社・民放以外への影響は? 
ヒアリングの必要性は？

4 NHKの説明責任 対象業務が抽象的では公正競争の議論も
抽象的にしかならない

まずNHKがネット活用の具体的な業務構
想を示すべき

任意業務のままではどのようなデメリット
があるのか？

5 制度改正への疑問①必須業務化 視聴者・国民にとって何が変わるのか？

「任意業務」「必須業務」の定義は？

ネット活用業務を任意と必須に区分するの
か? どう規定？

具体的に業務展開はどう変わるのか? 
何が NHKに可能になるのか？

　　　　　　　　②受信料 ネット視聴，端末課金と受信料制度の整
合性は？

現行制度継続が前提なら，ネット活用業
務は付随的に限定？

　　　　　　　　③義務・規律 必須業務化によってNHKが負う義務・規
律は何を想定？

放送法でネット配信を放送のように規律し
ていくのか？

6 政策議論の今後 放送法の外側にあるネット配信全般の検
討は行うのか？

放送の持つ公共性とネット空間の公共性
の違いは？

通信・ネット領域を放送法で規定可能？
放送制度の枠を超える議論は？

表 1　民放連・新聞協会の意見書の論点

表 2　民放連・新聞協会の意見書の概要

※筆者の整理・作成

※筆者の整理・作成



14 AUGUST 2023

2. 両者共通の主張

まず民放連と新聞協会がおおむね同じ主

張をしていると思われたのが，1.「NHKの

ネット活用業務拡大と「情報空間の健全性 」

との関係 」，4.「NHKの説明責任 」，5.「制

度改正への疑問①必須業務化」，6.「政策議

論の今後 」です。それぞれ見ていきます。

改めて確認しておくと，在り方検の問題意

識の前提にあるのは，課題が山積するデジタ

ル情報空間におけるインフォメーションヘル

スの確保です。WGでも，NHKには先導的

な役割を期待するという方向で議論が進んで

きました。しかし，民放連および新聞協会は，

NHKのネット活用業務の拡大は，どのよう

に「情報空間の健全性」の確保につながるの

か，必須業務化でなぜ健全性が高まることに

なるのか，という根本的な疑問を投げかけて

います。

そして両者とも，もしネット活用業務の拡

大や必須業務化の議論を進めるのであれば，

まずNHK自らがネット上で具体的にどのよう

な業務を行おうと考えているのかを説明すべ

きであると主張。その上で，そうした業務が

ネット上でもたらす効果や市場への影響を検

討するというのがあるべき議論の順序では

ないか，としました。民放連からは，対象業

務が抽象的なままでは公正競争の議論も抽

象論になってしまう，との指摘もありました。

新聞協会からは，そもそもなぜネット活用業

務が任意業務ではだめなのか，NHKにはそ

の理由を説明してほしいという要望もありま

し た。NHKは2022年11月， 第3回 のWG

で報告を行っていますが，両者の質問からは，

NHKの報告内容に納得できていなかったこ

とがうかがえます5）。

また，仮に制度改正が行われ，NHKのネッ

ト活用業務が必須業務化したとして，具体的

にNHKの業務展開はどう変わり，ひいては

視聴者・国民にとって何が変わるのか，とい

う質問もありました。また民放連からは，も

しもネット活用業務を区分し，一部を必須業

務，残りを任意業務とする場合は，どのよう

に規定するのか，という質問もありました。

WGの今後の議論の範囲や進め方につい

ても，民放連と新聞協会は同じ問題意識を

持っていると感じました。NHKのネット活用

業務の必須業務化を検討するということは，

NHKにとどまらず，デジタルプラットフォー

マーも含めた事業者がユーザーに対して持つ

情報空間の健全性確保の責務や，ネット空

間における公共性のあり方を考えることにも

通じるとし，そうした「放送法の外側にある

ネット配信全般についての検討」（民放連）や，

「放送制度の枠を超えた議論」（新聞協会）を

行うつもりはあるのかが問いかけられまし

た。

以上を見てくると，意見書はあくまでWG

宛てですが，質問の多くはNHKに対しても

向けられていることがわかります。

3. 新聞協会の力点

ここからは民放連，新聞協会の主張の力

点の違いを見ておきたいと思います。まず，

新聞協会の質問書からは大きく2つの主張

が読み取れます。1つは，2.のNHKのこれ

までの取り組みに対する検証をしっかり行う

べき，という要望，もう1つは，3.のNHK

のネット活用業務拡大は民間の報道機関の

公正な競争を難しくさせるのではないか，と

いう懸念です。意見書では，検証の要望につ
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いては3つの質問で，公正競争への懸念は4

つの質問で自らの考えを示しています。これ

らの質問に通底する意識が次の文章からも

読み取れます。「NHKのネット業務拡大が情

報空間全体の改善にどの程度寄与するか，そ

の効果が他の報道機関などに与える悪影響

より優先されるのかを示すべき（中略 ）。一

度棄損されたメディアの多元性や言論空間が

元の姿を取り戻すことは難しく，そうした点

に留意した議論が行われるべきだ」6）。

NHKは現在，受信契約者であるかどうか

にかかわらず誰でも視聴することができる，

「理解増進情報 」と呼ばれる番組関連情報・

コンテンツをネット上で展開しています。新聞

協会は，この内容について，オリジナルコン

テンツが多いのではないか，また提供方法に

ついては受信料制度上問題がないのか，そ

れぞれ検証すべきではないかと主張していま

す。具体的なサービスとして「NHKニュース・

防災アプリ」「NHK NEWS WEB」「NHK 政

治マガジン」をあげていることからも，これ

らのサービスを特に問題視していることがわ

かります。

　
4. 民放連の力点

民放連は13の質問を提出していますが，

そのうちの大半が放送制度に関する内容で

した。質問のベースには，これまでNHKは，

「「放送」を規律するための放送法のもとで，

それと矛盾しない形でインターネット活用業

務を広げてきた」が，「今般のWGの議論は，

この従来の枠組みを一気に超えていこうとし

ている」のではないか，という問題意識があ

ります7）。意見書で民放連があげた放送制度

のうち，受信料に関しては意見書提出後に

開催されたWGの第7回で議論されていまし

た 8）ので，ここでは義務・規律に関する質問

について触れておきます。

民放連は今回の意見書のみならず WGの

発言においても，NHKのネット活用業務の

必須業務化をきっかけに，「放送 」全体の枠

組みにも何らかの制度変更が及ぶ可能性が

ないかという懸念もあり，以前から敏感に反

応してきました。民放はこれまで，ネット配

信は放送制度のもとで行うサービスとは異

なり，あくまで個別の局によるビジネス領域

であるというスタンスで取り組んできていま

す。しかし，もしもそれが，「放送法において，

インターネット配信を放送のように規律する

考え」となると，今後のビジネス展開にも影

響が及びかねません。そうした意味でこの点

は，二元体制の一翼である民放特有のテーマ

であるともいえます。

5．意見書公表が意味するもの

今回意見書として示された民放連と新聞

協会の主張には，過去半年間に開かれた7

回のWGで，論点化され議論されてきたこと

も数多く含まれています。在り方検の前身で

ある「放送を巡る諸課題に関する検討会」に

設けられた「公共放送の在り方に関する検討

分科会 9）」でも，NHKのネット活用業務につ

いて議論が続けられてきました。にもかかわ

らず，ここにきて，こうした質問が提出され

たということは何を意味するのでしょうか。

1つ目は前述した通り，当事者であるNHK

の 姿 勢が 問われているのだと思います。 

NHKがまず主体的にネット上でどのような役

割を果たしたいのか，その考え方や具体的な

業務内容を示すべき，という意見は，民放連，
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新聞協会からだけでなく，複数の構成員から

も出されています。NHKはこれまで，まずは

WGでの議論を待ちたい，というスタンスを

示してきました。これまでのWGの議論，そ

して民放連や新聞協会の意見書を受け，5月

26日のWGではどのような内容の報告を行

うのか。改めてNHKの姿勢が問われること

になるでしょう。

2つ目は，NHKのネット活用業務の拡大

や必須業務化を少しでも先送りさせたいと

いう，民放連，新聞協会の思惑ではないか

と思います。放送や新聞といった伝統的なメ

ディア企業は，公共放送であるNHKと同様，

人々の知る権利に奉仕し，民主主義を下支

えし，文化の発展を担ってきた存在です。在

り方検の議論では，デジタル情報空間の課

題への対応は待ったなしである，とか，外資

系のデジタルプラットフォーマーが存在感を

増す中で国内の事業者同士が争っている場

合ではない，という問題意識が示されていま

すが，こうしたテーマに，民放も新聞も，時

に私企業としての利害を超えて解決策を検討

する議論に参画する責務があると私は思いま

す。一方で，民放や新聞の経営の立場に立っ

て考えてみれば，NHKも含めて，ライバルに

なり得る事業者は1つでも少ないほうがいい

し規模も小さいほうがいいというのも当然の

発想です。既存事業の落ち込みとネット上の

ビジネスの伸び悩みの状況が一層深刻にな

る中，“あるべき論”を振りかざすだけでは議

論は前に進まなくなってきているということ

だと思います。

WGでは，何度も確認されている通り，イ

ンターネット時代のNHKの役割，ネット業務

の範囲，公正競争のあり方，財源・受信料

問題をひと通り議論し終わったあと，改めて

積み残された論点を議論していくことになっ

ています。今後，どういう進め方をしていけ

ば建設的な議論ができるのでしょうか。

民放連，新聞協会が共に疑問を投げかけ

ていた通り，デジタル情報空間における健全

性の確保と各メディアの役割という議論は，

NHKだけでなく，放送法の枠を超える議論

です。公共放送WGと並行して別な会合でも

議論を進め，WGの議論と接合させながら改

めてNHKの役割や業務を考えていく，そう

した議論の設計も必要なのではないかと思い

ます。

また，NHKが主語の議論になると，どう

しても民放・新聞とNHKの関係が「競争」の

観点一辺倒の議論になりがちです。もちろ

ん，公正競争の議論はWGでもさらに具体

的に進めていくことになりますが，一方で，

「協調」「連携」の観点からの議論をどのよう

に進めていくのかも考えていかなければなり

ません。今回の両者の意見書には出てきませ

んでしたが，過疎化や地域経済の衰退に悩む

地域を基盤にしたローカルメディアの状況は，

東京や全国を基盤とするメディアよりもさら

に深刻です。こうした地域に地盤を置くロー

カル局，ケーブルテレビ，コミュニティ放送

局，地方紙などのローカルメディアを支える

ための協調や連携を，NHKはどう進めてい

くべきか。受信料を財源にした何らかの枠組

みを作っていくことはできるのか。このこと

は，今回のWGの議論の主舞台であるネット

空間にとどまらず，幅広く考えていかなけれ

ばならないテーマだと思います。そのために

は，NHKを主語にするのではなく，地域メ

ディアが主語になる議論をしていく必要があ
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るはずです。

現在示されているスケジュールでは，WG

は2023年夏にとりまとめを発表することに

なっています。今後，どこまで議論は深まっ

ていくのか。引き続き注視し，ブログを執筆

していきたいと思います。

 
注：
 1） https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/2023/

05/18/
 2） https://j-ba.or.jp/category/topics/jba105989
 3） ht tps : //www.pressnet .or. jp/statement/

20230519.pdf
 4） https : //www.soumu .go . jp/ma in_sosik i /

kenkyu/dig ita l _hososeido/02ryutsu07_
04000377.html

 5） 第3回のNHKの報告とそれを受けた議論につい
て詳しくは……
https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/2023/01/25/

 6） 注3のP1
 7） 注2のP2
 8） 公共放送WG第7回の議論の内容については注1

を参照
 9） 「公共放送と受信料制度の在り方に関するとりま

とめ」
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000733495.pdf

はじめに

5月26日，NHKは総務省「デジタル時代 

における放送制度の在り方に関する検討会

（以下，在り方検 ）」の「公共放送ワーキング

グループ（以下，WG）」第8回 会 合におい

て，現在は任意業務として行っているインター

ネット活用業務（以下，ネット活用業務）につ

いて，今後は必須業務化を前提に考えたいと

いう意思を表明しました 1）。そして，必須業

務の範囲については，「「放送と同様の効用」

をもたらす範囲に限って実施していくのが適

切 2）」との説明を行いました。

NHKの説明の詳細については後ほど詳し

く触れますが，説明のあとに行われた約80

分間の議論では，NHKに対して構成員たち

から数多くの厳しい質問が投げかけられまし

た。「質疑がかみ合っていない，（NHKは）必

ずしも答えていないところというのは多々見

受けられます3）」との指摘もあり，WGでは構

成員の質問を整理した上で，再度NHKに回

答を求めることになりました。

WGの3日後の同月29日には自民党の情

報通信戦略調査会が開かれ，NHKは同じ

テーマでヒアリングを受けました。調査会は

非公開で行われましたが，NHKはWGの質

疑で述べた内容よりも踏み込んだ見解を述べ

たという内容が新聞で報じられました 4）。そ

して，6月7日午後に開催される在り方検の

親会では，再びNHKによる報告が行われま

す。また同日午前にはWGも開かれ，NHK

のネット活用業務の必須業務化に対して懸念

を述べてきた民放連と新聞協会が主張を述

べることになっています。

以上のように，NHKを巡る政策議論は急

ピッチで進んでいますが，こうした最中に発

覚したのが，現在は業務として認められてい

ないBSの同時配信の開発に向けた設備整

備費用として，2023年度の予算に約9 億円

NHK を巡る政策議論の最新動向③

NHK のネット活用業務の必須業務化に
向けた説明に質問相次ぐ

（2023 年 6 月 7 日掲載）

#488 
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を計上することを決定し，その後，調達や

契約の手続きを進めていたという問題です。

NHKは5月29日，予算・事業計画との明確

な関係性について内外に十分な説明が行わ

れないまま手続きが進められていたことは適

切でなかったとして，必要な是正措置をとっ

たことを総務省に報告しました 5）。総務省は

「NHKにおける契約手続きその他の意思決

定のプロセスについて，ガバナンスの面で再

確認」を期待するとのコメントを発表。NHK

は今後，会長直下に弁護士等からなる検討

会を設置し，改革を行っていくとしています。

ネット活用業務の必須業務化に向けた議論

が大きく注目され，また，それを審査・評価

するためのNHK内部のガバナンスの強化が

問われている中で，なぜこのような事態が起

きてしまったのか。NHKは言葉を尽くして説

明していく必要があります。

いずれにせよ，NHKのネット活用業務の必

須業務化というテーマは，視聴者・国民の負

担，今後の日本社会におけるNHKや放送メ

ディアの姿，デジタル情報空間における課題

解決のあり方など，非常に多くの重要な論点

が複雑に絡み合ったものであることは言うま

でもありません。本ブログでは政策議論に

できるだけ並走しながら論点を整理し，今後

の議論を読み解くための視座を示していきた

いと考えています。第3回の今回は，WGに

おけるNHKの説明と，その後の構成員の意

見・質問の内容を論点別に私なりに整理しま

す。なお，NHKが回答した内容については，

前述したように，再度NHKに回答する機会

が与えられることになりましたので，その際

にきちんとまとめたいと思います。

1. NHKの説明の概要

NHKが第8回会合で示した資料は，NHK

自身が「すでに報告をしている内容も多く含

まれている」と前置きで語ったように，2022

年11月の第3回で報告した資料をベースに作

成されたものでした 6）。その資料をもとに，

NHKはまず，視聴者・国民のメディアへの期

待を踏まえてNHKの進むべき道を考えるの

が適切である，という認識を改めて示しまし

た。そして，ネット活用業務の必須業務化に

ついては，視聴者・国民からの期待が高い

「情報空間の参照点 」となるような信頼でき

る基本的な情報の提供と，新聞や民放など

の「信頼できる多元性確保」への貢献を基本

的な考え方としていることを述べました。そ

の上で今回は，▶︎業務範囲，▶︎ガバナンスの

あり方，▶︎負担のあり方，▶︎（情報空間全体

の）多元性確保への貢献，の4点について説

明しました。以下，それぞれについて，NHK

の説明とそれに対する構成員の主な意見もし

くは質問を対照させて見ていきます。なお，

本ブログの執筆時点では総務省のウェブサイ

トに議事録が公開されていないため，構成員

の発言は筆者のメモからの意訳であることを

あらかじめお断りしておきます。

2. 必須業務の範囲と規律のあり方

＊NHKの説明

図1 7）は，NHKが今回初めて示した必須業

務の範囲に関する考え方です。ネット活用に

おける必須業務の範囲は，「放送と同様の効

用 」をもたらすものに限って実施していくこ

とが適切であるとし，放送の同時・見逃し配

信ならびに放送と同一の情報内容を多元提

供する報道サイトを基本とする，との考えを
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示しました。理由としては，視聴者・国民の

間には，新聞や民放などの伝統メディア全体

への期待が高いということを踏まえたとして

います。 

また，「放送と同様の効用で異なる態様の

もの」についても一部必須業務にすることが

考えられるとしました。「異なる態様のもの」，

つまり，放送と同一の内容ではないけれど同

様の効用をもたらすものですが，それは何を

指すのでしょうか。NHKは4つの例を示しな

がら説明を行いました。表はその4例につい

て，NHKの資料と説明をもとに，問題意識

と具体的な内容に分けて私なりに簡略化して

示したものです。詳細はNHKの報告資料 8）

をご参照ください。

また，NHKはプラットフォーム等を通じた

提供も含めて，サービスの横幅が広がること

がある一方で，縦幅が縮まることも示唆して

図 1　ネット活用業務を必須業務化する際の考え方

表　NHK が示した「放送と同様の効用で異なる態様のもの」の具体例

出典：公共放送WG（第3回）NHK説明資料より抜粋

内容例 問題意識 取り組み内容

1 一望・連続再生 ネット特有の“分断”などの課題 関心の幅を広げる「ネット上の総合編成」的UIの開発

2 災害マップ 放送では提供できる災害情報が限定 災害情報の自分事化で「避難のスイッチ」機能を向上

3 教育コンテンツ展開 デジタル化で懸念強まる教育格差拡大 双方向性を積極的に活用した「多様な学びの場」の運営

4 国際向けネット配信 OTT 9）やSNSの影響力が増大 日本への理解促進に寄与する「国際発信の多様化」の模索

※筆者の整理・作成
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おり（図1の点線で囲った部分），今後一層，

NHKとして経営資源の選択と集中を行ってい

くことを強調しました。

NHKは必須業務化した際の規律のあり方

についても触れています。ネット活用業務が

必須業務となった際には，「全体として，公

平性確保，多角的論点提示等の規律が必要」

であり，「「放送」同様の，自律型モデルが望

ましいと考える」と述べました。

＊構成員の意見・質問

NHKが必須業務の範囲は，「放送と同様

の効用」をもたらすものに限るとしたことに

ついて，構成員からの意見が相次ぎました。

まず，宍戸常寿構成員からは，「放送と同様

の効用が一体何なのかについて，個別案件を

説明し，NHKの独りよがりではなくファクト

データに基づく裏づけがあるということは非

常に重要。ただ，ネット活用業務を必須業務

化することで，全体像として何を目指してい

こうとしているのかを発信してほしい。どこ

かのタイミングで示してもらいたい」とのコ

メントがありました。大谷和子構成員からも，

「NHKは放送と同様の効用という言葉を使っ

ているが，国民・視聴者にとってどんな効用

があるのか，必須業務とすることの意義につ

いて，NHK自身の言葉で聞きたい」と，同

趣旨のコメントがありました。落合孝文構成

員からは，「ネット活用業務においても放送と

同様の効用という提起だったが，電波で情報

発信していた時代の放送に社会的に求められ

るものと，ネット社会で情報が氾濫する中で

求められる役割については，実態が変わって

いる部分もあるのでは」という問題提起があ

りました。

放送と同様の効用で「異なる態様のもの」

に関する意見や質問も複数ありました。その

多くが，NHKが任意業務として，受信契約

の有無にかかわらず広くネット上で展開して

きた，番組の周知・広報，ニュースを深掘り

するテキスト記事などの「理解増進情報 」に

ついてでした。「これまで理解増進情報につ

いては，なしくずし的な拡大ということを民

放連や新聞協会が懸念してきたが，「放送と

同様の効用 」と理解増進情報とはどういう

関係にあるのか？」（落合構成員 ）。「理解増

進情報は廃止になって，「放送と同様の効用

で異なる態様のもの」に衣替えしていくので

はないか。その際に，これまで言われていた

「歯止めがない」という問題と同じ問題が発

生するのでは？」（曽我部真裕構成員 ）。この

ほか，「これまでの理解増進情報の中で，公

共放送に関する理解を深めてもらうものや

公共放送への誘引についてはどう考えている

のか」（瀧俊雄構成員 ）といった質問や，「現

在の任意業務における費用は190 億円強で

行っており，多くは放送との共通費であると

理解しているが，純粋にネット業務にかかっ

ている費用はどのくらいか? また，この先，

どのくらいの額を想定しているのか？」（内山

隆構成員 ）といった質問もありました。また

曽我部構成員からは，「成長性は低いが公共

性が高いアーカイブの提供についてはより積

極的に必須業務に位置づけていくことが求め

られるのではないか？」といった意見もあり

ました。

また，ネット活用業務が必須業務化され

た場合，ネット業務においても放送と同様の

規律が用いられるのか，という点についての

質問も相次ぎました。まず具体的な内容とし
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ては，「NHKプラスは現状ではすべての番組

が流されているわけではないが，必須業務

化した際には全部流す方向で考えられてい

るのか? またBSについてはどう考えている

のか?」（長田三紀構成員 ），「ネット必須業

務化に関して，あまねく受信義務については

どう制度として整理していくのか？」（内山構

成員 ），「番組編集準則やあまねく受信義務，

放送番組審議会，重大事故報告などの放送

法の規律がネット活用業務にかかることを考

えた場合，NHKが業務を行う上で支障はあ

るか？」（山本隆司構成員 ）という質問があり

ました。林秀弥構成員からは質問ではなく，

「ネット上の規律を法的に措置するということ

には慎重であるべき。協会内部の自主自律に

とどめることが妥当」という意見が述べられ

ました。

3. ガバナンスのあり方

NHKのネット活用業務が必須業務になった

として，民間事業者との公正競争を確保する

という観点から，どのような内容のサービス

をどのくらいの費用をかけて行うのか，事前

の審査や事後の評価の仕組みはどうあるべき

か，そして国はどこまでその仕組みに関わる

べきなのか。このテーマについては，これま

で約半年行われてきたWGの議論でも多くの

時間が割かれてきました。中でも，構成員た

ちの関心が高かったのが，経営委員会を軸と

した組織のガバナンス強化にNHKがどう取

り組むかという点でした。NHKの取り組みの

中身によって，審査や評価に関する国の関与

の度合いが異なってくるためです。議論では，

国の関与を強めるよりも，できる限りNHKの

自発的な取り組みに期待したい，という声が

多かったように思います。では，NHKはどの

ような説明を行ったのでしょうか。

＊NHKの説明

NHKはネット活用業務が必須業務となった

場合，放送各波と同様に，毎年度の予算・事

業計画で規模，内容を示すことになるので

はないかと述べ，現在の放送同様のガバナン

スを想定していると発言しました。また，一

定の規模の新規サービスを始めるにあたって

は，経営委員会の監督のもと，サービスの

公共性が市場影響などを上回るかどうかを

審査する，BBCで実施中の「公共価値テス

ト」のようなものを事前に実施した上で業務

範囲に追加していくことも検討したいと述べ

ました。「公共価値テスト」は，サービスの公

共性が市場影響を上回るかどうかを審査する

テストで，イギリスの公共放送BBCが実施し

ています。加えて，BBCは全体状況の変化

に合わせ，民間企業との公正競争が確保され

ているかどうかを数年に一度チェックする「競

争レビュー」を行っていますが，それと同様な

ものを行うこともあり得るのではないかとし

ました。

＊構成員の意見・質問

林構成員からは，「BBCがこうだから日本

も右にならえ，ということにはならない。総

務省内に市場検証会議のようなものを立ち

上げて，定点観測的にレビューを行うべき。

今回の説明で書かれている程度のことでもし

競争ルールをすますというのであれば，懸念

を払拭するのは難しいし賛同しがたい」と厳

しいコメントがありました。また，林構成員

は，事前のチェックに関しては「メディアを
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巡る市場構造の激変の可能性をはらむ制度

改正が行われようとしているときに，チェッ

クやガバナンスを当事者による強化だけに

委ねていいのか」「必須業務化するのであれ

ば，執行部をチェックする経営委員会による

監督と機能強化はマストだがそれでは足りな

い。少なくとも最初の数年間は費用の上限も

含め，現在の実施基準を作成して総務省の

チェックにかけるべき」とも発言。そして「総

務省といっても電波監理審議会の諮問と議決

というプロセスを踏むので，いわゆる政治色

が入ることはないだろう」と付け加えました。

宍戸構成員からも，「従来のガバナンスで

本当に十分なのか，どういう工夫をするつも

りなのかがはっきりしないと，外からの強い

枠組みを考えていかざるを得ない。電波監理

審議会もしっかりした組織だが，政府の監督

が及ぶことはやはり慎重な配慮が必要。自

律的な判断をNHKが行い，それを外から評

価する形でないとうまく回らない。だからこ

そ経営委員会制度があるのだが，WGの議

論の温度感が経営委員会にきっちり伝わって

いるのか気になっている」という厳しいコメ

ントがありました。曽我部構成員からも，「一

般的なNHKのガバナンスで処理していくとい

うことになると，個別のネットのコンテンツ

に対する批判があることを考えると，経営委

員会でそれをチェックするというのは難しい

のではないか。特別なガバナンスが求められ

てくるのではないか」との指摘がありました。

4. 負担のあり方

この論点についても，WGではこれまで多

様な角度から議論が行われてきました。そ

の結果，テレビを所有しておらず NHKと受

信契約を締結していない人についても，アプ

リをインストールし，個人情報の入力など，

何らかの強い利用の意思を示した場合には

受信契約の対象になり得るのではないか，と

いう一定の方向性がみられていたと思われ

ます10）。

＊NHKの説明

NHKが示した考え方も，これまでのWG

での一定の方向性と近しいものと言っていい

と思います。NHKは，「多機能端末であるス

マートフォンを保有しただけで，現在のテレ

ビ受信機のように扱うことは選択肢には入ら

ない」とした上で，「公平性，公平負担の観点

から，同様の効用が得られているのであれ

ば，同様の負担を頂くのが適当ではないか」

と述べました。そして制度的には，「“受益感 ”

が無い“所有即契約”ではなく，“受益感 ”が

公平性を上回る有料契約＝“サブスク”でも

ない形」であるとし，詳細は詰めていく必要

があるとしました 11）。

＊構成員の意見・質問

この論点については，WGの一定の方向

性と近しいものだったこともあり，ほとんど

意見はありませんでしたが，山本構成員から

NHKに対し，法制度を今後WGで議論して

いく上で，実務上留意してほしい要望や積極

的な考えはないか，との問いかけがありまし

た。

5. （情報空間全体の）多元性確保への貢献

＊NHKの説明

NHKからは，具体的な内容として大きく2

つの方向性が示されました。1つは，新たに
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取り組みが始まっている，伝統メディアによ

る情報空間全体の多元性確保に向けた動き

への貢献（図2）12），もう1つが放送分野にお

ける貢献です。こちらは，民放があまねく受

信努力義務などを遂行するにあたり，NHK

は必要な協力をするよう務めなければならな

いという改正放送法の内容を意識したもの

であると思われます。具体的には放送ネット

ワークの効率的な維持・管理，日本のコンテ

ンツ産業の後押しや放送ソフトウエア開発等

をあげていました。

＊構成員の意見・質問

内山構成員からは，「民放ローカル局の番

組の配信としてNHKプラスへの参加を考え

た場合にNHK側は協力可能か? どういった

形の供給が可能か? 視聴者に見える表舞台

ではなかなか難しいという感じもするが，例

えば（ユーザーにコンテンツをスムーズに届

けるためのキャッシュサーバーのネットワーク

である：筆者注 ）CDNのようなバックヤー

ドの部分で協力するということはありえるの

か？」「国際展開において，日本のコンテン

ツホルダーやIP（知的財産 ）ホルダーとの協

力への展望はあるか？」といった具体的な質

問がありました。さらに「2040年における

NHKの競争相手は誰だと考えているのか？」

という問いかけもありました。曽我部構成

員からは，「多元性確保について必須業務と

して取り組むのであれば，案件があってそれ

に個別ベースで取り組むというのではなく，

NHKが計画性をもって戦略的に施策を考え

るというのがあるべき姿ではないか」との指

摘がありました。

図 2　NHK 説明資料：多元性確保への貢献

出典: https://www.accc.gov.au/by-industry/
digital-platforms-and-services/news-
media-bargaining-code/news-media-
bargaining-code

出所 :デジタル時代における放送制度の在り方に関
する検討会（第18回）「Originator Profile概
要説明資料」

出典: https://www.bbc.co.uk/beyondfakenews/
trusted- news-initiative/about-us/

出典：公共放送WG（第8回）NHK説明資料より抜粋
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おわりに

今回のブログは，NHKの説明とそれに対

する構成員の意見や質問を整理してまとめ，

できるだけWGの議論の雰囲気を伝えられれ

ばと思いましたが，いかがでしたでしょうか。

80分の議論の最後には三友仁志主査から，

「NHKには情報空間の健全性やメディアの多

元性多様性を維持するために，ネット活用に

向けた日本のリーダーとしての矜
きょうじ  

持を伺いた

かった」「NHKに関する様々な懸念が示され

ているところ。ぜひNHKにはそれらを自らが

払拭する一層の努力を期待している」との重

い言葉が投げかけられました。

WGや在り方検の親会の議論は，今夏の

とりまとめに向けたラストスパートに向かっ

ています。今後も引き続き議論に並走しなが

ら，論点を整理し，議論における課題があれ

ば，その都度指摘していきたいと考えていま

す。

注：
 1） 総務省・在り方検 公共放送WG第8回NHK説

明資料（2023年5月26日）
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000882687.pdf

 2） NHK井上樹彦副会長の発言
 3） 三友仁志主査の発言。その他，落合孝文構成員

からも同様の発言があった
 4） 複数の新聞報道によると，ヒアリングにおいて

NHKは，必須業務化後は，ネット活用業務は「映
像と音声が伴うものに純化したい」とし，テキス
ト情報のみの報道については，今後見直す可能
性についても触れたとのこと

 5） https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf
/2023/20230530_1.pdf

 6） 公共放送WG第3回のNHKの報告内容について
は下記で詳細を記載している
https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/
478763.html

 7） 注1のP11より抜粋
 8） 注1のP13 ～ 16参照
 9） オーバーザトップの略。ネット回線を通じてコンテ

ンツを配信するストリーミングサービスのこと
 10） 議論の詳細については……

ht t p s : //www. n hk . or . j p/ bu nken - b l og /
2023/05/18/

 11） 注1のP20 ～ 23参照
 12） 注1のP25より抜粋

はじめに

本ブログでは，「NHKを巡る政策議論の最

新動向」と題し，NHKのネット活用業務の今

後に向けた議論を中心に整理しています。今

回はその4回目です1）。

ブログの当初の目的は，総務省「デジタル

時代における放送制度の在り方に関する検討

会（以下，在り方検 ）」の「公共放送ワーキン

ググループ（以下，公共放送WG）」で行われ

ている議論をできるだけわかりやすく整理す

ることでした。しかし，NHKにおいて，現在

は認められていないBS番組の同時配信を名

目とする不適切な設備調達の手続き（以下，

BS同時配信設備調達問題 ）が進められてい

た事案が明らかになったり 2），自民党の情報

通信戦略調査会（以下，自民党調査会）にお

いて非公開で行われたヒアリングでNHKが

答えた内容が公共放送WGの説明より踏み

込んだ内容であると新聞で報じられたり 3），

NHKによる“日本の放送業界への貢献 ”とい

う観点から放送業界のプラットフォーム（以

下，PF）について検討するタスクフォース（以

NHK を巡る政策議論の最新動向④

いま NHK に何が問われているのか

（2023 年 6 月 26 日掲載）

#495 
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表 1　NHK のネット活用業務を巡る最近の主な動向

（① BS 同時配信設備調達問題　②必須業務化　③民間協調領域）

① 4月24日 NHK理事会
2023 年12月の稟議で，2024 年度からNHKプラスでBS 番組の本格配信を前提とした設備整備事業を
承認した事案があったことが報告された。内部調査の結果，制度・規律に抵触している疑いが濃いと判
断されたため，会長から正式調査と関連業務の業務停止が指示された

① 5月15日 NHK理事会

BS同時配信設備調達問題について，法務部からは現段階で違法性を疑われる支出はなく，変更不可能
なものは契約解除が現実的であり，経営委員会（以下，経営委）や国会の承認を得ていない今回の業務
執行は役員の忠実義務に抵触しうるとの判断が示された。内部監査室からは，稟議で役員が承認する
際，実施基準との整理や対外的な説明などのリスクに対する認識が不足した点に課題があった等の報告
があった。会長から稟議の目的変更の実施と執行の再開，再発防止策の検討等が指示された

① 5月16日 NHK経営委員会

会長および執行部から経営委に対し，BS同時配信設備調達問題が報告された。会長と経営委員長の間
では以下のやりとりがあった（下記はその概要）

会長：番組その他に関しては，改正放送法で経営委は干渉しないことになっているが，協会の活動を支
える経営については監督しなくてはいけない役割があるのではないか

委員長：執行のやり方が不適切だというと執行に関与したことになる。稟議の仕方を指摘するのも間違い。
理事会にかけるかかけないかも執行部の議論。経営委は関与しない

会長：内部のリスク対応の仕組みだけでは十分でなく，一般企業は取締役会でリスクを改めて評価し注
意喚起する仕組みを提言している。その役割を経営委に担ってもらいたい

委員長：経営委には非常に制約がある。個別の案件，個々の内容に手を下すわけにはいかない。整理し
ていただいたら監査委で受け止め，経営委としてどうあるべきかを議論する

会長：再発防止については基本的に内部で考え，経営委に提出し吟味いただくことにする

② 5月23日 NHK広報局

「インターネット社会実証（第二期）」の結果を公表　
　1．災害マップ（避難の“行動変容”を促せるかの検証）
　2．一望・連続再生（自分の興味・関心以外の多様なテーマへの接触の促進）
　→放送と同様の効用をもたらすとのことが確認されたとした

② 5月24日 NHK会長会見
会長：通信放送の融合が進む中，ネットの世界でもNHKは放送と同様の機能を果たすことが期待されてい
るのではないか。いままでの補完的な業務という位置づけでは難しいのだろうという発想。社会実証だけ
を本来業務化の根拠にしようということでは全然ない。こういった形で問題解決に役立つだろうという知見
を得るためのもの。有識者会合等で議論を尽くしていく必要があるというのが NHKの基本スタンスである

② 5月26日
総務省・在り方検

公共放送WG
（第8回）

NHKは，現在は任意業務であるネット活用業務を今後は必須業務化を前提に考えたいという意思を表
明。その上で，必須業務は「「放送と同様の効用」をもたらす範囲に限って実施することが適切」と説明し
た。構成員からは数多くの厳しい質問が投げかけられ，再度 NHKに回答を求めることになった

② 5月29日 自民党情報通信
戦略調査会

NHKはネット活用業務の今後などについてヒアリングを受ける。ヒアリングは非公開だったが，調査会後
の事務局長の記者団へのレクをもとに日本経済新聞と朝日新聞が報道。「NHK，ネットの文字ニュース縮
小を示唆　自民党調査会で」（日本経済新聞），「「NHK幹部，文字ニュースの見直しを示唆 「映像や音声
伴うものに」」（朝日新聞）

① 5月30日 NHK広報局 BS同時配信設備調達問題について，一連の経緯と是正措置を29日に総務省に報告したと公表。また今
後，意思決定プロセス等の改革を行う旨をコメントした

① 5月30日 総務省コメント
発表

総務省：BS同時配信設備調達について，NHKの内部手続きは必ずしも適切でなかった。問題の所在に
NHK自らが気づき，是正を行い，今後とも違法な支出が行われないよう対応したと承知している。今後，
ガバナンスの面で再確認を行うことを期待する

① 6月1日 衆議院総務委員会
理事懇談会 NHKが BS 番組同時配信設備調達問題に関する事情を説明して陳謝

①
②
③

6月7日
総務省・在り方検

公共放送WG
（第9回）

NHKから，BS同時配信設備調達問題に関する執行部の対応と，前回（第8回）議論の質問事項への回
答が報告された。民放連，新聞協会からは，NHKが行ったネット活用業務の必須業務化についての説
明に関する意見が述べられた

②
③ 6月9日 民放連会長会見

会長：•放送におけるNHKと，インターネットにおけるNHKが全く同義になってしまえば，結果として際限
のない業務の拡大に至ってしまう。NHKにやることとやらないことを提示してもらうのは，この問題を解く
ために欠かせない。•（改正放送法で中継局設備の共同利用が可能となったことについては，）民放にとっ
て非常に大事なプロジェクトなので今後慎重にNHKと進めたい

③ 6月19日
総務省・在り方検
放送業界に係る
PFの在り方に

関するTF

在り方検で「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」開始。NHKによる「日本
の放送業界への貢献」という観点を踏まえ，「放送業界に係るプラットフォーム」の役割について具体的な
検討を行うことが目的。テーマは①中継局の共同利用，②衛星放送の番組制作，③インターネット配信，
④衛星放送，⑤国際発信

①
② 6月21日 NHK会長会見

BS同時配信設備調達の件で陳謝。「稟議のあり方，経営の意思決定の仕組みが，あいまいなままにされ
てきた」として，再発防止策を検討する専門委員会を設置し，7月末までに意見をまとめると発表

自民党調査会後に報じられていたニュースのテキスト配信の縮小や見直しについては，「拡大することには
ならないが縮小ということにもならない」「必須業務化の際はNHKがやるべきネット業務を再整理するが
一概に縮小することにはならない」と述べた

※筆者の整理・作成



26 AUGUST 2023

下，TF）が立ち上げられたり4）と，NHKのネッ

ト活用業務を巡る新たな動きが次々と出てき

ました。表1はこうした最近の動きを整理し

たものです。これらを単独の動きとしてでは

なく，関連づけて総合的に捉えていかなけれ

ば，NHKを巡る政策議論は正しく認識でき

ないと考えています。

この 他，いまNHKで はネット活 用 業 務

に関すること以外にも，複数の番組制作を

巡って問題が指摘されたり 5），私が所属する

NHK 放送文化研究所でも個人情報を紛失す

るという問題が起きたりしています6）。本ブ

ログとはテーマが異なるので詳細は取り上げ

ませんが，受信料で業務を行う職員の一員と

して改めて身を引き締め，社会における役割

をしっかりと果たしていきたいと思います。

さて，今回は6月7日に行われた第9回の

公共放送WGの議論を取り上げます。様々な

動きの最中で開催された会合であったため，

これまで以上に議論の論点は多岐にわたりま

した。またこの日は，ネット活用業務の必須

業務化を求めるNHK，その姿勢に対して以

前から懸念を表明してきた民放連，新聞協

会の三者が一堂に会し，直接意見を述べあう

場にもなりました。以下，主な議論のポイン

トを整理していきます。

1．問われる「ガバナンス」

NHKについてはこれまで，在り方検の前身

である「放送を巡る諸課題に関する検討会 7）」

（2015年～ 2020年）の頃から，①業務，②

受信料，③ガバナンスの「三位一体改革」が

求められてきました 8）。本WGではこのうち，

①のネット活用業務のあり方と②の受信料制

度の将来像が中心に議論されてきましたが，

第9回会合ではNHKのBS同時配信設備調

達問題を巡り，③のガバナンスが大きな論点

となりました。

まずNHKの根本拓也理事が，これまでの

経緯と再発防止策に関する説明を行いまし

た 9）。それに対して大谷和子構成員からは，

NHK内の組織風土に課題があるのではない

かとの指摘が，そして宍戸常寿構成員から

は，経営委員会や監査委員会は十分機能し

ているのかとの疑問が投げかけられました。

宍戸氏は，2018年にNHKがかんぽ生命保

険の不正販売を番組で取り上げた際の経営

委員会の対応 10）などでも，経営委員会のガ

バナンスについて問題提起を行っています。

また新聞協会からは，受信料で運営する組

織であるにもかかわらず，意思決定の過程に

おける透明性を軽視している，ネット業務の

今後を論じる以前に三位一体改革の進捗状

況を確認すべきで，夏に予定していたとりま

とめは見送るべきだ，との声もあがりました。

2. 問われる「WGへの姿勢」

また，自民党調査会で行われたヒアリング

に関する報道を巡り，NHKの公共放送WG

に向き合う姿勢が問いただされる場面もあり

ました。この事案は，NHKが今後デジタル

情報空間で果たすべき役割や，民間事業者と

の公正競争といった最も重要な論点に直結す

るものでもあるため，本ブログでも触れてお

きたいと思います。

経緯を確認するため，5月26日に行われ

た第8回の公共放送WGの議論を少し振り

返っておきます。この会合ではNHKの井上樹

彦副会長が，ネット活用業務を必須業務化す

る場合には「「放送と同様の効用 」をもたら
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す範囲に限って実施していくことが適切であ

る」と述べ，業務の基本は「放送の同時配信・

見逃し配信（NHKプラス）」と「報道サイト」

であると説明しました。その上で，「放送と同

様の効用をもたらすもので異なる態様のも

の」についても，一部必須業務化することが

考えられると述べました。その具体例として，

テレビを所有しない人たちを主な対象とした

「インターネット社会実証 11）」で検証した結果

を踏まえ，視聴者の関心の幅を広げるため

の一望・連続再生のようなサービスや，放送

より細かいエリアで情報を伝える災害マップ

などをあげました。

説明を受け，構成員から質問が相次いだ

のが「異なる態様のもの」についてでした。

NHKはどのような考え方でこのサービスに

臨もうとしているのか，どのくらいの費用を

かけて行うつもりなのか，そして，現在は任

意業務として行っているネットサービスであ

る「理解増進情報 」との関係はどうなるの

か，などです。

「理解増進情報 」とは，NHKとの受信契

約の有無を問わず，現在，すべての視聴者・

国民向けに提供しているネットサービスです

（表2）12）。番組の周知・広報のためのSNS

などでの発信，放送では伝えきれなかった

内容を深掘りし再構成したテキスト記事，課

題解決に向けたコミュニティーや視聴者との

対話の場作りなど，様々な取り組みが行われ

ています。NHKは毎年，総務大臣の認可を

得た上でこうしたネットサービスを行っていま

すが，民放連と新聞協会からは，NHKはな

し崩しにサービスを拡大させているのではな

いかと繰り返し指摘されてきました。公共放

送WGでも，このサービスについては，受信

料での負担のあり方や民間事業者との公正

競争の観点からたびたび議題にあがっていま

した。そのため構成員からは，この理解増

進情報が必須業務化したら「異なる態様 」と

して衣替えするだけではないか，必須業務

化してもサービスに歯止めがかからないとい

う同じ問題が生じてしまうのではないか，と

いった疑問が呈されたのです。

これらの質問・疑問に対し，NHKは，今

表 2　NHK のネットサービス「理解増進情報」

出典：「NHKインターネット活用業務実施基準」より抜粋
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後はむしろ必須業務化することで，公共放

送としてこれまでやってきた正確な情報の提

供，情報空間において信頼できる情報の参

照点という内容に，より“純化 ”して業務を

行っていくことになるだろう，という趣旨の

回答を行いました。ただ，構成員からはより

詳細な説明を求められたため，次回のWG

で改めて回答することになりました 13）。

この3日後，5月29日に行われたのが，自

民党調査会によるNHKへのヒアリングでし

た。テーマは公共放送WGと同様，ネット

活用業務の必須業務化に関するものでした。

ヒアリング後，日本経済新聞は「NHK，ネッ

トの文字ニュース縮小を示唆 自民党調査会

で」，朝日新聞は「NHK幹部，文字ニュース

の見直しを示唆 「映像や音声伴うものに」」

と報じました。記事によるとNHKの井上副

会長は，民間との役割分担に関して「一部

適切とは言い切れないものがあった」とし，

ネット活用業務におけるニュース配信につい

ては，「映像と音声がともなったものに純化

したい」と発言したとのことです。会議自体

は非公開で行われているため議事録は公開さ

れておらず，記事は自民党調査会事務局長に

よる記者団への説明をもとに書かれていまし

た。

この自民党調査会の9日後に開かれたの

が，今回のブログで取り上げている第9回の

公共放送WGです。公開の場でNHKがどの

ような発言を行うのかが注目される中，NHK

の根本理事は資料 14）を示しながら，前回の

第8回の回答を補足していきました。ネット

活用業務の「異なる態様のもの」についてど

のような回答を示したのか，資料から引用し

ておきます。

「NHKに最も求められている「正確な情

報 」「多様な番組 」「信頼できる情報空間の

参照点 」といった内容により純化して，業務

を行っていく考えである」

「個別放送番組の理解を促すコンテンツ群

が増えていくようなことにはならないと認識

している」

「ネット全体で見た場合に，もっと純化す

べきではないか，という声があることは承知

している。（中略）「理解増進情報 」ではなく

「必須業務 」となることで，公共放送のミッ

ションそのものを体現する，引き締まったも

のになると考えている」

NHKのこの補足回答に異を唱えたのが曽

我部真裕構成員でした。曽我部氏はNHKに

対し，自民党調査会でテキストニュースを縮

小する方針を説明したとみられるが，この点

については前回のWGでも，また今回も関連

質問があるにもかかわらず説明にも書面にも

特段言及がないのはWGに向き合う姿勢と

して疑問に感じるとコメント。その上で，も

しも自民党調査会に関する報道が正しいと

すれば，テキストベースの報道の配信につい

てNHKはどうするつもりなのか，改めてこの

場で説明してほしい，と要望しました。

これに対しNHKは，放送でやらないよう

なものはなるべくやらない，NHKの本来業

務としての仕事をやっていきたい，それによっ

てNHKの役割が純化していく，ネット活用

業務においてどういう業務が放送と同様の効

用になるのかについては，これまで理解増進

情報で提供してきた内容の再整理をしっかり

行っていきたい，と回答しました。
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3. 問われる「情報社会の参照点としての役割」

NHKが繰り返し述べた「整理 」もしくは

「再整理 」という言葉について，民放連は業

務の「縮小」と受け止めたとして，NHKは理

解増進の名のもとで膨らんだネット活用業務

を絞り込み，ネットには放送と同じものを出

すとの姿勢を打ち出したものと理解した，と

いう趣旨のコメントをしました。長田三紀構

成員からは，テレビ受信機を持っていない人

もネット上でNHKの放送が見られるといいと

は思ってはいるが，放送で省略しているもの

をネットで補うことを“放送と同じ ”と言うわ

けにはいかないのでは，との発言がありまし

た。長田氏の発言に共鳴したのが新聞協会で

した。新聞協会は，我々はテレビ非保持者へ

のNHKプラスの拡大に反対しているわけで

はない，懸念しているのは放送と同一とされ

ていても，次第にその幅が広がってネット上で

放送とは異なる別な報道の空間ができてしま

うことであると述べました。

こうした見解と異なる意見を述べたのが瀧

俊雄構成員でした。瀧氏は一連の議論の中

でNHKが頻繁に用いる「整理 」という言葉

を「縮小」と解釈することについては若干の

危うさを感じているとし，その理由を以下の

ように述べました。自分は新聞の購読者とし

て記事を読んでいるが，こうした長尺のしっ

かりした記事を，実はNHK（のネットサービ

ス：筆者注 ）でしか読めない経済環境にある

方もいるのではないか，その点をきちんと議

論すべきであり，縮小＝整理ということでは

ないのではないか。

また，縮小に反対する意見は，この日の

午後に行われた在り方検の親会（第19回）で

も出されました。発言したのは奥律哉構成員

でした。奥氏は，NHKが情報空間において

参照点でありたいというのなら，NHKはネッ

ト上でデータとして残るものを常に出し続け，

変更があればそれを訂正していくことが必要

ではないか，放送と同様ということで映像や

音声を中心に考え，テキスト化を抑制するか

もしれないというのは，本来の目指す方向と

は逆向きのベクトルではないか，と述べまし

た。

4. 問われる「説明責任」

瀧氏や奥氏の発言には，放送と同じ内容

をそのまま配信するネットサービスや，受

信契約者向けのネットサービス以外にこそ，

NHKが情報空間において果たすべき役割が

あるのではないか，という趣旨が含まれてい

たと私は理解しました。公共放送WGや在り

方検親会でNHKから踏み込んだ回答が示さ

れることはありませんでしたが，6月21日の

定例記者会見の席で，自民党調査会でヒア

リングを受けた井上副会長は以下のように述

べました。「値下げ等で厳しい状況になる中，

経営資源の選択と集中を行うことになる。無

秩序に業務が拡大するということにはならな

いのではないかという趣旨で申し上げた。業

務全般を点検，再整理していくというふうな

考え方を示した 」。また，NHK稲葉延雄会

長は「ネットの世界というのは日々変化して

いますし，5年後10年後の世界っていうのは

誰も予測ができないですね。そういう将来を

見越しながらこの具体的な手段を適当か適

当でないかって議論をするのはあまり意味が

ないなと私自身は思っています。（中略）必須

業務化する中で，NHKでやるべき仕事として

どうなのかという見地から再整理する。した
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がって再整理が一概に縮小ということにはな

らない」と述べました。

この会見を受け，先の自民党調査会後に

「NHK，ネットの文字ニュース縮小を示唆 自

民党調査会で」と報じた日本経済新聞は，

「NHK，文字ニュース配信縮小を修正 」と報

じました 15）。

ただ，NHKの会見では，「修正」ではなく，

何らかの理由で「誤解」されて伝わったとい

うニュアンスで伝えていました。前述のよう

に自民党調査会のヒアリングは非公開である

ため，発言の詳細や雰囲気をうかがい知るこ

とはできませんが，ヒアリングを受けた当事

者であるNHKから，必須業務化に向けて，

ネットサービスにおいてテキストを一概に縮

小していくということにはならない，という

方向性が表明された以上，今後はこの考え

が前提となって議論が積み重ねられていくこ

とになると思います。

……………………………………

今回を含め，これまで4回，ネット活用業

務を中心に，NHKを巡る政策議論について

みてきました。議論を整理して最も感じたの

は，NHKは常に説明責任を問われ続けてお

り，それが十分に果たし切れているとは受け

止めてもらえていない，ということです。制

度や政策を議論する総務省の有識者会議に

おいて，「矜恃 」「理念 」「姿勢 」「ビジョン」

という言葉が繰り返し構成員や競合するメ

ディアから問われているという事実を，NHK

はもっと重く受け止める必要があると思いま

す。こうした「矜恃」「理念 」「姿勢」「ビジョ

ン」があってはじめて，具体的なサービス像

や民間との競争ルールのかたちが見えてくる

のではないか，という意見もその通りだと思

います。

公共放送や受信料制度の枠組みそのもの

が世界的に大きく揺らぐ中，NHKのみでこ

の難関を乗り越えていくことは困難であるこ

とは間違いありません。公共放送WGの議論

を見ていても，その善し悪しはともかく，こ

れが正解，ここが落とし所，という方向を定

めて進めているとは思えません。WGで投げ

かけられている本質的な問いにNHKが真正

面から向き合い，メディアとしてどこに向かい

たいのかを愚直に語ってみることでしか，も

はや議論は前進しない段階にきているのでは

ないかと思います。総務省で行われる有識者

会議は誰もが傍聴できる開かれた場です。そ

こでNHKが説明責任を十分に果たしている

と受け止められ，その説明に何らかの共感

を得てもらえなければ，受信料を負担してい

る一般の視聴者・国民，ましてNHKを視聴

しないもしくはテレビを持たない人々から，

NHKが必要だと感じてもらえるはずがありま

せん。

6月21日，総務省はNHKの受信料を1割

引き下げる規約変更を認可したと発表しまし

た 16）。2023年10月から，地上契約は月1,100

円に，地上・BS契約は月1,950円に値下げ

することになります。NHKが公共放送WGで

も繰り返し説明していたように，これから受

信料が大幅な減収に向かう中，業務におけ

る集中と選択は避けられません。ネットサー

ビスについても，単に縮小するわけではない

と表明した以上，どの部分を強化し，そのた

めにNHK全体としてどこを縮小していくのか

……。前述した通り，理解増進情報について

はなし崩しに拡大しているとの批判があり，
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新聞協会からは具体的なサービス名もあげら

れています。しかし私は，批判は真
しん

摯
し

に受け

止めつつも，ネット上のサービスやコンテンツ

の中身に関する判断は，メディアとしての自

主自律の観点から，まずNHK自らが取捨選

択を判断すべきであると考えます。以前から

述べていることですが，NHKでは多くの現場

で，デジタル情報空間における公共的なメディ

アの役割とは何かについて模索と議論が積み

重ねられています。しかし，こうした現場の

模索や議論を総合的に検証する中で，新たな

デジタル情報空間における役割と，それを体

現するネットサービスを具体的に考える作業

が十分行われてきたかと問われれば疑問もあ

ります。いま一度，こうした作業をしっかりと

行い，そのプロセスを，NHKのネット活用業

務の拡大に懸念を示す民放連や新聞協会と

共有することによってはじめて，競争領域に

おけるルールの構築と，新たな協調領域の枠

組みの議論に向かうことができるのではない

でしょうか。

議論はまだまだ続きます。引き続きブログ

などで発信を続けていきたいと思います。

注：
 1） 「NHKを巡る政策議論の最新動向」①～③は下記

① https : //www.nhk .or. jp/bunken-blog/
2023/05/18/
② https : //www.nhk .or. jp/bunken-blog/
2023/05/25/
③ https : //www.nhk .or. jp/bunken-blog/
2023/06/07/

 2） NHK広報局「インターネット活用業務に係る不適
切な調達手続きの是正について」（2023年5月30
日）
https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/
2023/20230530_1.pdf

 3） 日本経済新聞「NHK，ネットの文字ニュース縮

小を示唆 自民党調査会で」（2023年5月29日）
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA
2994G0Z20C23A5000000/
朝日新聞デジタル「NHK幹部，文字ニュースの
見直しを示唆 「映像や音声伴うものに」」（2023
年5月30日）
https://www.asahi.com/articles/ASR5Z04R0R
5YUTFK00Y.html

 4） 総務省・在り方検「放送業界に係るプラットフォー
ムの在り方に関するタスクフォース」（2023年6月
19日第1回開催）
https : //www.soumu .go . jp/ma in_sosik i /
ken k y u /d ig i t a l _ h o s o s e i d o / 0 2 r y u t su
07_04000387.html

 5） NHK NEWS WEB「ニュースウオッチ9  先月15
日の放送でBPOが審議入りへ」（2023年6月9日）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230609/
k10014095491000.html

『映像の世紀バタフライエフェクト』ウェブサイト
「「独ソ戦 地獄の戦場」の修正について」
https://www.nhk.jp/p/butterfly/ts/9N81M92
LXV/

 6） NHK広報局「NHK放送文化研究所における世
論調査対象者資料の紛失について」（2023年6月
2日）
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
yoron/pdf/20230605_1.pdf

 7） 2015年11月～ 2020年12月まで開催。NHKの
放送同時配信等の制度改正が検討された
https : //www.soumu .go . jp/ma in_sosik i /
kenkyu/housou_kadai/

 8） 三位一体改革の必要性については，2016年9月
に公表された「第一次取りまとめ」の段階で示さ
れている
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000616366.pdf

 9） NHK「NHK執行部の対応について」総務省・在
り方検 公共放送WG第9回資料（2023年6月7
日）
h t t p s : // w w w . s o u m u . g o . j p / m a i n _
content/000885011.pdf

 10） この問題の経緯の詳細については……
https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/
453059.html

 11） NHK「インターネットでの社会実証（第二期）結
果報告」（2023年5月23日）
https : //www.nhk .or.jp/info/otherpress/
pdf/2023/20230523_2.pdf

 12） 「NHKインターネット活用業務実施基準」（2023
年4月施行）より抜粋
https://www.nhk.or.jp/net-info/data/document/
standards/221221-01-jissi-kijyun.pdf



32 AUGUST 2023

 13） 公共放送WG第8回会合で構成員からどのような
疑問や質問があったかについては，注1③参照

 14） NHK「前回会合における質問事項への回答」総
務省・在り方検 公共放送WG第9回資料（2023
年6月7日）
https://www.soumu.go.jp/main_content/
000885014.pdf

 15） 日本経済新聞「NHK，文字ニュース配信縮小を
修正」（2023年6月21日）
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC
21C8Z0R20C23A6000000/

 16） 総務省「日本放送協会放送受信規約の変更の認
可」（2023年6月21日）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/
01ryutsu07_02000265.html

おわりに

本稿では2023年上半期のNHKを巡る政策
議論を整理したが，総務省の在り方検では多
岐にわたる放送政策に関する議論が同時並行
で進行している。デジタル情報空間における深
刻な課題に向き合うには，先導役を期待され
ているNHKだけでなく，個々の組織で取材網
を抱え，多様な視点で判断する編集機能を持
ち，これまで社会的信頼を積み上げてきた民
間の伝統メディアの存在が不可欠である。経
営環境が厳しくなる中，どのような枠組みで信
頼できるメディアの多元性を確保していくのか。
そして，その役割を担うのは伝統メディアだけ
ではない。プラットフォーム事業者やテレビメー
カー，ファクトチェックに取り組む団体など，多
様な担い手との協力・連携も一層深めていかな
ければならないだろう。

時代の変化はあまりにも早い。しかし，その
変化に並走し，進行する議論をせき止め，認識
を提示し続けることで，より建設的で成熟した
政策議論になるよう貢献していくのが，自身の
役割だと考えている。 　     （むらかみ けいこ）


